
          

                       

月
８
日
か
ら
25

日
ま

で
、
18

日
間
開
か
れ
ま
し
た
。
私
の
一
般
質

問
は
３
月
10

日
に
行
い
ま
し
た
。
主
な
や
り
取

り
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。 

採
決
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
太
陽

光
発
電
設
備
の
適
正
な
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
制
定
を
始
め
、
２
０
２
０
年
度

一

般
会
計
補
正
予
算
及
び
２
０
２
１
年
度

一
般
会

計
予
算
等
全
て
の
議
案
に
賛
成
し
ま
し
た
。
提

案
さ
れ
た
議
案
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種 

 (

川
本
）
昨
年
１
月
14

日
に
国
内
で
初
め
て
の

感
染
者
が
報
告
さ
れ
て
か
ら
1
年
２
ヶ
月
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
未
だ
収
束
し
て
い

な
い
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、
期
待
と
不
安

が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
が
、
接
種
は
あ
く
ま
で

も
個
人
の
自
由
意
思
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
、
接

種
の
有
無
で
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
る
が
、
市
長
は
ど
う
考
え
る
か
。 

 (

市
長
）接
種
の
有
無
で
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
考
え
る
。  

 (

川
本
）接
種
を
担
う
医
師
・看
護
師
の
確
保
は

ど
う
か
。 

 

(

理
事
者
）
医
師
は
医
師
会
に
協
力
を
求
め
、
看

護
師
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
求
人
を
求
め

て
お
り
、
確
保
で
き
る
見
込
み
。 

 (

川
本) 

ワ
ク
チ
ン
は
い
つ
ど
れ
だ
け
の
量
が
届

く
の
か
、
接
種
の
計
画
は
ど
う
か
。 

 (

理
事
者
）
４
月
の
第
１
週
か
ら
第
３
週
に
か
け

て
２
７
５
人
分
、
第
４
週
に
約
５
０
０
人
分
の
ワ

ク
チ
ン
が
届
く
予
定
。
65

歳
以
上
の
方
々
か

ら
、
続
い
て
16

歳
以
上
の
方
々
に
接
種
を
受

け
て
い
た
だ
く
計
画
。 

(

川
本)

そ
れ
ぞ
れ
対
象
人
数
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

ま
た
１
日
何
人
の
接
種
が
可
能
か
。 

 (

理
事
者
）
65
歳
以
上
が
約
１
万
人
、
16
歳
以

上
64
歳
ま
で
が
１
万
２
９
０
０
人
で
、
１
日
約

１
０
０
人
の
接
種
を
予
定
し
て
い
る
。 

 (

川
本
）
「 

い
き
い
き
ラ
イ
フ
セ
ン
タ
ー
」
が
接

種
会
場
と
な
る
が
、
高
齢
者
の
移
動
援
助
と

し
て
、
例
え
ば
75
歳
以
上
の
市
民
を
対
象
に

タ
ク
シ
ー
券
の
配
布
は
で
き
な
い
か
。 

 (

理
事
者
）タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
方
法
な
ど

を
検
討
し
て
い
る
。 

 (

川
本
）今
回
の
ワ
ク
チ
ン
は
重
症
化
を
防
ぐ
効

果
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
感
染
を
防
ぐ
効
果

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
従
来
通
り
「 

三
密
」
を
さ
け

マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど
、
従
来
の
対
策
を
継

続
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
次
亜
塩
素

酸
水
の
配
布
は
継
続
す
る
の
か
。 

 (

理
事
者
）次
亜
塩
素
酸
水
は
感
染
予
防
に
有

効
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
今
後
も
継
続
し

て
配
布
し
て
い
く
。 

 (

川
本
）社
会
的
な
P

C

R
検
査
に
よ
っ
て
感

染
を
抑
え
込
む
こ
と
が
有
効
だ
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。 

 (

市
長
）
早
期
に
無
症
状
感
染
者
を
把
握
す
る

こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
、
P

C

R
検
査
を
国

費
で
行
っ
て
い
く
よ
う
国
に
要
望
し
て
い
く
。 

 

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減 

 (

川
本
）奈
良
県
は
「 

同
じ
所
得
・世
帯
構
成
で

あ
れ
ば
、
県
内
の
ど
こ
に
住
ん
で
も
保
険
料
水

準
が
同
じ
」と
い
う
保
険
料
水
準
の
統

一
化
を

２
０
２
４
年
度
に
目
指
す
と
し
て
い
る
が
、
現

状
は
ど
う
か
。 

 (

市
長
）御
所
市
は
２
０
１
９
年
度
に
保
険
料
の

改
定
を
行
い
、
す
で
に
引
き
上
げ
済
で
、
12
市

の
う
ち
唯

一
、
県
の
示
す
額
を
上
回
っ
て
い
る
。 

 (

川
本
）
今
年
４
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
「 

見
直

し
後
の
運
営
方
針
」
で
は
、
一
般
会
計
か
ら
の

「 

法
定
外
繰
入
の
解
消
」を
図
る
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
自
治
体
独
自
の
施
策
を
禁
止
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
市
長
は
ど
う
考
え
る

か
。 

 (

市
長
）
２
０
１
５
年
度
で
５
億
２
千
万
円
の
累

積
赤
字
が
あ
り
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
毎
年
２

５
０
０
万
円
を

一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
い

る
。
当
初
20
年
を
か
け
て
赤
字
を
解
消
す
る

計
画
で
あ
っ
た
が
、
予
定
よ
り
も
早
く
解
消
の

め
ど
が
立
っ
て
い
る
。
２
０
２
４
年
度
以
降
も
継

続
し
て
繰
り
入
れ
を
行
っ
て
い
く
。 

 (

川
本
）
国
保
税
だ
け
に
あ
る
均
等
割
や
平
等

割
負
担
は
廃
止
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
は

「 

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽
減
の
観
点

か
ら
、
国
・地
方
の
取
り
組
み
」
と
し
て
２
０
２

２
年
４
月
か
ら
未
就
学
児
に
か
か
る
国
保
料
の

均
等
割
額
の
５
割
を
軽
減
す
る
こ
と
を
決
め

た
。
こ
れ
は

一
歩
前
進
だ
が
、
こ
の
際
、
御
所

市
と
し
て
さ
ら
に
上
乗
せ
軽
減
で
き
な
い
か
。

ま
た
、
未
就
学
児
の
均
等
割
を
な
く
す
と
す

れ
ば
、
い
く
ら
か
か
る
か
。 

 (

理
事
者
）市
と
し
て
上
乗
せ
す
る
と
す
れ
ば
、

条
例
の
改
正
が
必
要
で
あ
り
、
２
０
２
４
年
の

保
険
料
統

一
と
い
う
目
標
に
も
合
わ
な
い
の

で
困
難
と
考
え
る
。
ま
た
、
金
額
的
に
は
２
８

０
万
円
ほ
ど
の
負
担
増
と
な
る
。 

 (
川
本
）
国
保
の
加
入
者
に
は
、
高
齢
者
や
無
職

の
人
が
多
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
高
い
保
険
料

負
担
の
た
め
に
１
年
間
保
険
料
滞
納
世
帯
は
、

保
険
証
の
返
還
と
資
格
証
明
書
の
交
付
が
義

務
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
滞
納
期
間
が
１
年

未
満
の
場
合
に
交
付
さ
れ
る
有
効
期
間
が
３

か
月
と
短
い
「 

短
期
保
険
証
」は
そ
れ
ぞ
れ
ど

れ
だ
け
お
ら
れ
る
か
。 

 (

理
事
者
）資
格
証
明
書
の
交
付
は
、
24

世
帯

28

名
、
０
．
６
％
、
短
期
保
険
証
は
２
２
８
世

帯
３
６
０
人
、
５
．
６
％
と
な
っ
て
い
る
。 

 (

川
本
）
結
構
な
数
だ
。
資
格
証
明
書
の
保
持

者
は
、
自
己
負
担
金
が
10
割
と
な
り
、
事
後

に
請
求
す
れ
ば
給
付
金
が
返
還
さ
れ
る
が
、

実
際
に
は
保
険
料
滞
納
分
に
あ
て
ら
れ
返
還

さ
れ
な
い
場
合
が
大
半
。
保
険
料
を
払
え
ず

滞
納
し
て
い
る
よ
う
な
人
が
、
窓
口
で
医
療
費

を
全
額
負
担
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
受
診
は

困
難
で
、
中
に
は
十
分
な
医
療
を
受
け
ら
れ

ず
、
治
療
が
手
遅
れ
と
な
っ
て
死
亡
す
る
人
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。
国
民
皆
保
険
を
揺
る
が

す
事
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
。 

 (

市
長
）制
度
が
限
界
に
近
づ
い
て
い
る
。
国
保

の
県
統

一
化
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
と
思
う
が
、

簡
単
に
生
活
保
護
に
シ
フ
ト
と
い
う
の
で
は
な

く
、
国
が
し
っ
か
り
と
ケ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 (

川
本
）法
的
に
は
、
保
険
料
滞
納
に
「 

特
別
の

事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」は
、
資
格

証
明
書
は
交
付
さ
れ
な
い
が
、
「 

特
別
の
事

情
」
の
存
在
は
、
世
帯
主
か
ら
届
け
出
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
出
さ
れ
な
い
と
機
械
的

に
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
例
も
多
い
が
、

御
所
市
の
場
合
は
ど
う
か
。
む
し
ろ
、
世
帯
主

か
ら
の
届
け
出
が
な
く
て
も
、
市
が
状
況
を
調

査
し
、
悪
質
な
滞
納
者
と
認
定
し
て
は
じ
め
て

交
付
す
る
の
が
法
の
趣
旨
だ
と
考
え
る
が
、
ど

う
か
。 

 (

理
事
者
）交
付
の
手
続
き
は
、
納
付
状
況
や
経

済
状
況
を
把
握
し
て
対
処
し
て
い
る
。 
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(

川
本
）
是
非
、
よ
り
そ
っ
た
対
応
を
お
願
い
し

た
い
。
調
査
の
過
程
で
、
生
活
保
護
が
必
要
な

困
窮
状
態
に
あ
る
保
険
料
滞
納
者
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
医
療
扶
助
を
行
う

責
任
が
市
の
側
に
あ
る
と
考
え
る
。
近
年
の
批

判
の
高
ま
り
の
中
で
、
資
格
証
明
書
の
交
付
が

減
っ
て
き
て
い
る
が
、
一
方
で
、
財
産
調
査
の

徹
底
化
と
財
産
の
差
押
え
が
増
え
て
き
て
い

る
。
御
所
市
の
場
合
は
、
ど
う
か
。 

 (

理
事
者
）
令
和
元
年
度
で
滞
納
処
分
と
し
て

23
件
の
差
押
え
を
行
っ
た
。 

 (

川
本
）
市
民
の
生
活
を
守
る
と
い
う
の
が
行

政
の
仕
事
な
の
で
、
行
政
行
為
に
よ
っ
て
そ
の

人
の
生
活
が
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
慮
の
う
え
、
今
後
も
市
政
に
あ
た
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。 

 

介
護
保
険
制
度
の
問
題
点 

 (

川
本
）介
護
保
険
法
は
１
９
９
７
年
に
「 

家
族

が
す
べ
き
も
の
」か
ら
「 

社
会
全
体
で
支
え
る

も
の
」と
し
て
成
立
し
た
。
２
０
０
０
年
に
始
ま

っ
た
介
護
保
険
制
度
は
、
３
年
ご
と
に
保
険
料

が
改
訂
さ
れ
、
２
０
２
１
年
度
か
ら
23
年
度
は

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
が
策
定
さ
れ
る
。 

第
７
期
で
は
、
65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

者
の
保
険
料
は
基
準
額
で
あ
る
第
５
段
階
で

年
額
７
８
０
０
０
円
。
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

の
第
１
段
階
で
は
年
額
２
３
４
０
０
円
。
合
計

所
得
が
８
０
０
万
円
以
上
の
人
を
対
象
と
す
る

第
11

段
階
で
は
年
額
１
６
３
８
０
０
円
な
っ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
基
準
額
の
比
較
で
見
る
と
、 

大
和
高
田
市
は
年
額
７
１
５
２
０
円
、
香
芝
市

は
年
額
５
７
６
０
０
円
、
橿
原
市
は
年
額
５
４
２

０
０
円
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
う
も
違
う
の

か
。 

 (

理
事
者
）他
市
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
理
由

は
、
高
齢
化
率
が
高
い
こ
と
や
75

歳
以
上
の

後
期
高
齢
者
が
多
い
た
め
に
、
要
介
護
や
要
支

援
認
定
者
の
割
合
が
多
く
、
こ
れ
に
比
例
し
て

介
護
給
付
費
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ま

た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
普
及
率
が
12

市
中
１
位
で
こ
れ
に
係
る
給
付
が
増
え
て
い
る

の
も

一
因
。 

 (

川
本
）高
齢
者
の
約
９
割
は
、
「 

年
金
天
引
き
」

で
介
護
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
年
金

額
が
月
１
５
０
０
０
円
を
下
回
る
人
な
ど
は
自

治
体
の
窓
口
で
介
護
保
険
料
を
納
付
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
間
で
、
滞
納
が
増
え
、

そ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
と
し
て
介
護
の
給
付
制
限

を
受
け
て
い
る
人
は
、
御
所
市
で
何
人
い
る
か
。 

 (

理
事
者
）令
和
３
年
３
月
１
日
現
在
で
、
給
付

制
限
を
受
け
て
い
る
人
は
１
人
と
な
っ
て
い
る
。 

毎
年
あ
ら
た
に
３
人
～
４
人
が
給
付
制
限
を

受
け
て
い
る
が
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
期
間
の
終
了

や
亡
く
な
っ
た
り
し
て
適
用
外
と
な
っ
て
い
る
。 

 (

川
本
）
高
齢
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

際
に
、
１
割
の
応
益
負
担
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
当
初
か
ら
低
所
得
者
の
排
除
を
招
く
問

題
と
し
て
危
惧
さ
れ
て
い
た
。
２
０
０
５
年
に
は
、

当
初
は
保
険
給
付
だ
っ
た
介
護
施
設
の
食
費
・

居
住
費
を
原
則
自
己
負
担
に
変
え
た
。
さ
ら

に
、
２
０
１
５
年
に
は
、
所
得
が

一
定
額
を
超
え

る
人
に
は
利
用
料
を
２
割
負
担
に
し
、
２
０
１

８
年
に
は
３
割
負
担
に
引
き
上
げ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
社
会
保
障
費
削
減
の
た
め
の
改
悪
が
繰

り
か
え
さ
れ
る
中
で
、
介
護
保
険
制
度
の
危

機
が
進
行
し
て
い
る
と
思
う
が
、
市
長
は
ど
う

考
え
る
か
。 

 (

市
長
）
一
定
額
を
超
え
る
利
用
者
の
負
担
増

が
続
い
て
お
り
、
急
激
な
負
担
増
は
利
用
抑
制

を
招
く
な
ど
、
危
機
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
は

指
摘
の
と
お
り
。
抜
本
的
な
改
革
を
国
に
求

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
保
険
料
・利
用
料
の

減
免
制
度
や
都
道
府
県

一
本
化
な
ど
広
域
的

な
制
度
が
必
要
と
考
え
る
。 

(

川
本
）２
０
０
０
年
度
に
介
護
保
険
が
ス
タ
ー

ト
す
る
以
前
は
、
介
護
の
費
用
は
全
額
公
費
（

 

国
50

％
、
都
道
府
県
25

％
、
市
町
村
25

％
） 

で
賄
わ
れ
て
い
た
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

れ
ば
、
所
得
に
応
じ
て
利
用
料
を
払
う
が
、
利

用
し
な
い
人
は
全
く
負
担
が
な
か
っ
た
。
そ
れ

を
今
の
介
護
保
険
制
度
で
は
、
公
費
の
負
担

を
半
分
に
減
ら
し
て
５
割
と
し
、
残
り
の
半
分

を
「 

介
護
保
険
料
」
と
し
て
40

歳
以
上
の
国

民
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
う
ち
、
65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

者
は
23

％
を
負
担
。
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号

被
保
険
者
は
27

％
を
負
担
し
て
い
る
。
御
所

市
の
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、
第
１

号
被
保
険
者
は
基
準
額
で
年
額
７
８
０
０
０
円
。 

高
齢
者
の
中
に
は
、
月
５
万
円
以
下
の
年
金
で

貯
金
を
取
り
崩
し
な
が
ら
、
爪
に
火
を
点
す

よ
う
に
慎
ま
し
く
暮
ら
し
て
い
る
人
も
多
い
。 

そ
ん
な
人
た
ち
に
と
っ
て
介
護
保
険
料
は
大
き

な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
御
所
市

で
65

歳
以
上
の
人
で
要
介
護
・要
支
援
の
認

定
を
受
け
て
い
る
の
は
何
％
か
。 

 (

理
事
者
）
22

％
と
な
っ
て
い
る
。 

 (

川
本
）と
い
う
こ
と
は
、
残
り
の
78

％
の
人
は

全
く
介
護
保
険
を
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
言
わ
ば
「 

か
け
す
て
」
。
全
く
給
付
を
受

け
ず
に
、
毎
月
な
け
な
し
の
年
金
か
ら
保
険
料

を
と
ら
れ
る
だ
け
で
、
貧
し
い
老
後
を
さ
ら
に

貧
し
く
し
て
い
る
制
度
に
は
大
い
に
問
題
が
あ

る
と
思
う
が
、
い
か
が
か
。 

 (

市
長
）厳
し
い
状
況
で
、
今
後
２
０
４
０
年
に
は

１
．
５
人
で

一
人
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
ど

う
し
て
も
構
造
的
に
無
理
が
あ
る
。
市
と
し
て

「 

介
護
状
態
」に
な
ら
な
い
よ
う
に
体
操
な
ど

を
広
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
限
界
が
あ
る
。 

 (

川
本
）
市
と
し
て
国
に
意
見
を
言
っ
て
も
ら
い

た
い
。
構
造
的
な
問
題
は
、
市
民
も
含
め
て

「 

運
動
」に
よ
っ
て
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

全市民に一人 7000 円分の 

「地域応援振興券」が配布されます。 
新型コロナ感染が収束しないなかで、暮らしのたいへんさが増

しています。御所市は生活応援のために全市民を対象に一人７０

００円分の「商品券」を配布することを決め、この 3 月議会で承

認されました。予定では今年 7 月から各家庭に「商品券」を郵送

も含めて配布し、9 月 1 日から 12 月 31 日までの間に利用します。

７０００円のうち、２０００円分は売り場面積が１０００㎡未満

の市内の店舗で利用する「限定券」で、５０００円分は、大型店

舗も含め市内のどこの店舗でも利用できるというものです。なお、

「商品券」は、1 枚が５００円券で 14 枚つづりになっています。 

 

太陽光発電設備の適正な設置 

及び管理に関する条例が制定されました。 

発電出力が１０kW 以上の太陽光発電設備について、防災上特に

危険性が高い区域は「事業禁止区域」に。また、景観、自然・生活

環境、営農の観点から設置が望ましくない区域を「抑制区域」に指

定し、立地誘導を図ります。また、地域住民等への「説明会の実

施」を義務付け、事業開始前の届け出を義務付けました。 

令和 3 年度予算の概要 

市役所庁舎外壁改修工事関連経費 ２億１４８５万６千円 

火葬場建設事業費 ３億４４５５万４千円 

感染症対策地域応援振興券事業費 １億９０８９万６千円 

（仮称）防災市民センター建設事業費 １億６２４２万８千円 

     〃 （令和２年度繰り越し分） ４２７３万７千円 

アザレアホール（施設改修工事関連経費） １億９１９５万円 

新型コロナウィルスワクチン接種事業 

（令和２年度繰り越し分） 

１億５１７４万７千円 

中学校施設大規模改造事業（特別教室の 

空調設備）（令和２年度繰り越し分） 

１億０９５６万円 

一般会計                １５９億６０００万円 

特別会計（国民健康保険、介護保険等）   ７８億５６５９万８千円 

水道事業会計 （収益的支出予算）      ９億２４８２万４千円 

下水道事業会計（収益的支出予算）      ５億１４２７万１千円 

合   計             ２５２億５５６９万３千円 

主な事業費（令和２年度繰り越し分含む） 


